
４月１日
施 行

廃棄物の焼却に伴い発生するダイオキシン類の排出を抑制することにより、大気、土壌など

の汚染を防止し、市民皆さんの健康を守るとともに、生活環境の保全を図ることを目的とした

「狭山市ダイオキシン類の排出の抑制に関する条例」が４月１日から施行されました。

ごみを燃やすのはやめましょう

狭山市ダイオキシン類の
排出の抑制に関する条例

※単位の説明 ▼ng（ナノグラム）…１０億分の１グラム ▼�N（ノ
ルマル立方メートル）…温度が０度で１気圧の標準状態での気
体の容積 ▼TEQ（毒性等価換算濃度の略）…いろいろなダイオ
キシンを最も毒性の強いダイオキシンに換算して表したもの

条例では、市や事業者が持つ大型焼却炉の排出
ガスに含まれるダイオキシン類についての目標値
を定めています

■市の廃棄物焼却施設の目標値 （平成１４年１２月１日以降）

■大型焼却炉の目標値 （平成１４年１２月１日以降）
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■
簡
易
焼
却
炉
の
使
用
自
粛

焼
却
能
力
が
１
時
間
当
た
り
３０
�
未
満

の
焼
却
炉
の
使
用
自
粛
と
、
野
焼
き
な
ど

の
不
適
切
な
焼
却
を
行
わ
な
い
こ
と
を
定

め
て
い
ま
す
。た
だ
し
、次
の
焼
却
行
為
は

一
定
の
条
件
を
付
し
規
則
で
除
か
れ
ま
す
。

◇
落
ち
葉
又
は
不
用
農
作
物
の
焼
却
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
焼
却

◇
宗
教
上
の
行
為
と
し
て
行
わ
れ
る
お
札

等
の
焼
却
そ
の
他
習
慣
・
行
事
等
と
し
て

行
わ
れ
る
焼
却
（
た
だ
し
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
類
を
混
入
し
な
い
、
焼
却
す
る
量
、
回

数
及
び
時
間
を
極
力
少
な
く
す
る
こ
と
）

■
環
境
調
査

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
汚
染
の
状
況
を
把

握
す
る
た
め
に
、
大
気
、
土
壌
な
ど
に
含

ま
れ
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
調
査
を
実
施
し
、

速
や
か
に
結
果
を
公
表
し
ま
す
。

■
不
適
切
な
焼
却
の
監
視
活
動

不
適
切
な
焼
却
を
防
止
す
る
た
め
に
、

監
視
活
動
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
必
要
と

認
め
る
と
き
は
、
事
業
者
お
よ
び
市
民
に

対
し
、
指
導
ま
た
は
勧
告
を
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

■
事
業
者
が
所
有
す
る
焼
却
施
設

の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
排
出
量
調
査

の
立
会
い

焼
却
炉
を
所
有
す
る
事
業
者
で
排
ガ
ス

中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
調
査
を
実
施
す
る

場
合
、
事
前
に
市
に
報
告
し
、
当
該
調
査

へ
の
立
会
い
に
協
力
す
る
よ
う
規
定
し
て

い
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
対
策

チ
ー
ム
へ
内
線
３
６
５
１

狭
山
市
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
排

出
の
抑
制
に
関
す
る
条
例
で
は
、

次
の
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す

廃棄物焼却施設の名称 ダイオキシン類の目標値

狭山市第一環境センター １ng‐TEQ/�N以下
狭山市第二環境センター ０．５ng‐TEQ/�N以下

大型焼却炉の規模 ダイオキシン類の目標値
焼却能力が一時間当たり

２００kg以上２，０００kg未満
５ng‐TEQ/�N以下

焼却能力が一時間当たり
２，０００kg以上４，０００kg未満

１ng‐TEQ/�N以下

焼却能力が一時間当たり
４，０００kg以上

０．１ng‐TEQ/�N以下

広報さやま

平成１１年４月１０日号平成１１年４月１０日号
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既に設置している施設は、１年間排出基準の適用が猶予されます。

焼却能力が一時間当たり１００kg以上の施設と１００kg未満の施設で内容が異なります。なお、既
設炉については平成１４年１１月３０日まで適用が猶予されます。

※焼却能力が１時間当たり１００kg以上、火格子又は火床面積が１�以上、燃焼室容積が１．４�以上のいず
れかが該当する場合に、基準が適用されます

排出基準（表１）

構造基準・維持管理基準（表２）

●
問
い
合
わ
せ
県
環
境
生
活
部
大
気
水

質
課
�
０
４
８－

８
３
０－

３
０
５
８

か
西
部
環
境
管
理
事
務
所
へ
�
０
４
９

２－

４４－

１
２
５
０

埼
玉
県
で
は
、
焼
却
に
伴
う
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
排
出
を
削
減
す
る
た
め
、
埼

玉
県
公
害
防
止
条
例
を
改
正
し
て
新
た
に
事
業
者
の
「
小
型
焼
却
炉
」
を
規
制
対

象
と
し
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
排
出
基
準
や
構
造
基
準
な
ど
を
定
め
ま
し
た
。
改

正
さ
れ
た
埼
玉
県
公
害
防
止
条
例
は
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

規
模次の

表
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
廃
棄

物
焼
却
炉
を
埼
玉
県
公
害
防
止
条
例
の
指

定
ば
い
煙
発
生
施
設
に
追
加
し
、
「
小
型

焼
却
炉
」
と
し
て
規
制
対
象
と
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
の
は
、
事
業
者
が
設
置
し
て

い
る
、
ま
た
は
設
置
し
よ
う
と
す
る
焼
却

炉
で
す
。
な
お
、
既
に
大
気
汚
染
防
止
法

で
規
制
対
象
に
な
っ
て
い
る
施
設
を
除
き

ま
す
。

※
１
火
格
子
…
格
子
状
な
ど
、焼
却
物
が
燃
焼

す
る
部
分
の
床
の
下
か
ら
空
気
が
入
る
も
の

※
２
火
床
…
焼
却
物
が
燃
焼
す
る
部
分
の
床

で
火
格
子
が
な
い
も
の

届
け
出

小
型
焼
却
炉
を
既
に
設
置
ま
た
は
設
置

す
る
場
合
に
は
、
次
の
こ
と
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

▼
設
置
届
や
変
更
届
な
ど
各
種
届
け
出

既
に
設
置
し
て
い
る
小
型
焼
却
炉
を
引

き
続
き
使
用
す
る
場
合
に
は
、
４
月
３０
日

ま
で
に
「
指
定
ば
い
煙
発
生
施
設
使
用
届

出
書
」
を
西
部
環
境
管
理
事
務
所
に
届
け

出
て
く
だ
さ
い
。

▼
排
出
基
準
・
構
造
基
準
・
維
持
管
理
基

準
の
遵
守
（
表
１
・
２
）

▼
定
期
的
な
排
ガ
ス
測
定

備 考

焼却能力が１時間当たり１００kg以上の施設に適用 ※

既 設
０．２５
５００

８０（暫定）
１０

新 設
０．１５
５００

５

項 目
ばいじん（g/�N）
塩化水素（mg/�N）
ダイオキシン類
（ng－TEQ/�N）

主 な 維 持 管 理 基 準

▼燃焼室内の燃焼ガス温度を８００度以上に
保つこと

▼排ガス中の一酸化炭素濃度が１００ppm以
下とすること

▼燃焼ガス温度、集じん機流入の燃焼ガス
温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度を連続
的に測定・記録すること

▼燃焼室内の燃焼ガス温度を８００度以上に
保つこと

▼燃焼室内の燃焼ガス温度を連続的に測
定、定期的に記録すること

主 な 構 造 基 準

▼燃焼ガスが８００度以上で２秒
以上滞留できる燃焼室

▼燃焼ガスを２００度以下に冷却
できる冷却設備

▼高度な機能を有する集じん機
を設置していること

▼燃焼ガスが８００度以上の状態
で、廃棄物を焼却できる燃焼室

▼集じん機
を設置していること

規 模

焼 却 能 力 が
１時間あたり
１００ kg 以 上
※

上 記 以 外
の 施 設

項

目

規

模

焼
却
能
力

１
時
間
当
た
り
の
焼
却

能
力
が
３０
�
以
上

火
格
子
面
積

※
１

０
・
３
�
以
上

火
床
面
積

※
２

０
・
３
�
以
上

燃
焼
室
の
容
積

０
・
４２
�
以
上

埼
玉
県
公
害
防
止
条
例
で

事
業
者
を
対
象
と
し
た
小
型
焼
却
炉
の
規
制
を
開
始
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